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（ 開議時刻 １０時００分 ） 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  朝の挨拶をいたします。おはようございます。 

  これから本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席委員は８名です。定足数に達し

ていますので、会議は成立しました。 

  欠席届を出されている委員は、竹花結委員であ

ります。 

  本日の審査日程は、あらかじめお手元に配布し

ているとおりです。 

  これから本日の審査日程に入ります。 

  日程第１、会議録署名委員の指名を行います。

本日の会議録署名委員は、委員長から、山岸はる

美委員及び姉帯春治委員を指名します。 

  次に、議案審査に入ります。 

  お諮りします。審査の方法は、全会計予算とも

歳入歳出全般というような形で質疑を行い、総括

質疑は行わないこととしたいと思います。これに

ご異議ありませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  したがって、審査の方法は、歳入歳出全般とい

うような形で質疑を行い、総括質疑は行わないこ

とに決定しました。 

  なお、質疑、答弁とも簡潔、明快にお願いしま

す。また、質疑する委員は、質疑する箇所のペー

ジを示し、一問一答方式で質疑願います。 

  初めに、日程第２、議案第４号、令和８年度葛

巻町一般会計予算を議題とします。 

  これから質疑に入ります。質疑ありませんか。

山崎委員。 

 

山崎邦廣委員 

  予算書の第１条をお願いいたします。予算書第

１条、歳入歳出予算であります。総額 70億 848万

5,000円、前年度比２億 5,000万ほど、3.8％増の

予算でございます。７年度は、新庁舎建設事業の

全施設が完成を迎えました。大きなハード事業の

完結を受けまして、令和８年度当初予算において

最も重視した内容、要点は何でしょうか、お伺い

いたします。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美 ） 

  それでは、お答え申し上げます。今回の当初予

算に当たっての重点的な事項といいますか、要点

ということでございますが、これにつきまして

は、町長の施政方針演述の中でも、それぞれの分

野にわたっての事項を申し上げているところで

ありますが、主な点について私のほうから申し上

げさせていただきます。 

  予算編成に当たりましては、令和６年度にスタ

ートしております総合計画の後期計画、そしてま

た人口減少対策に基づく総合戦略等々に基づき

まして、最重要課題を位置づけておるところであ
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ります。そういう中で、人口減少対策あるいは地

方創生に継続して取り組んでいくという考え方

等が今回の予算でも重要な位置づけとしておる

ところであります。特にもそういう中で、緊急な

課題対策といたしましては、物価高騰対策である

こと、それから町民の日々の暮らしの負担軽減に

あらゆる分野で迅速に対応したいという町長の

姿勢をこの施政方針に盛り込んでおるものであ

ります。 

  まずは、そういう中で、先ほどもお話ありまし

たように、平成 30年度からでありますが、総合庁

舎のくずま～るの全施設も完成したものであり

ます。令和７年度に全施設が完成したものであり

ます。今後は、これらの施設を活用してのにぎわ

いの創出、地域の活性化等々に各分野の振興策等

を充実させていくための内容も盛り込んだもの

であります。住民サービスの充実、そしてまた住

民生活の負担の軽減に向けた施策を優先的に今

回の予算に計上しておるものであります。 

  その主なものといたしましてでありますが、子

供を安心して産み育てられる子育ての支援につ

きましては、これまでも各種支援事業を進めてき

たところでありますし、その充実をさらに図って

おるものであります。あわせまして、妊婦、分娩

の婦人科検診等々に係る交通費等でありますし、

それから定期ワクチン等々の接種の拡大、そして

子供を育てるさらなる充実に努めるものであり

ます。特にも新たに５歳児健診も加えての今回の

内容となっておるものであります。 

  それから次に、住民の生活、そしてまた質を高

めるという取組の分野でありますが、これにつき

ましては、エコ・エネ総合対策、それから町産材

の利用促進に係る拡充、そのほか畜産労働力の負

担軽減という点等々も重視いたしまして、特にも

畜産労働力の軽減等につきましては、今課題とな

っております電気料金等々の高騰が大変経営と

しても厳しい状況になっている要因の一つでは

ありますが、そういう中でＬＥＤ化の推進をして

いくという、それから省エネの対策等を推進しな

がら地域経済との循環を進めていく、そういう考

え方の中で取組をしておる内容となっておりま

す。 

  それから、安心安全のまちづくりにつきまして

は、自治会活動あるいは地域のそういう中での負

担軽減ということが課題にもなっておりました

が、各地区等の指定管理料の見直しをし、増額を

図っておる内容となっているものであります。 

  それから、高齢者の外出支援ということで、こ

れにつきましても、これまでも実施してまいりま

したが、地域の範囲の撤廃をするなど、それから

併せて利用料金の８割を支援するという、そうい

う充実した内容としての取組を計上しておりま

すし、それから指定避難所の空調設備であります

が、エアコン等の、特にも地区センター等がそう

いう施設になっておりますので、地区センター等

への非常時の安心安全な環境も整えるとともに、

通常時の快適な活用にも生かしていただける内

容と、そういうふうにも考えているものでありま
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す。 

  そのほか、課題となっております熊捕獲対策

等々の拡充も図ったものであります。 

  それから、人口減少対策あるいは地方創生に係

る施策といたしましては、町が抱える地域交通、

それから教育課題への具体化するための検討事

業費も計上しておるものであります。 

  このほか、物価高騰対策として商工業あるいは

畜産農家の事業経営等の支援であります。そのほ

か、住民サービスの充実、生活負担の軽減等に向

けた分野が最優先で予算措置をしている内容と

なっているものであります。 

  以上、当初予算に係る重要なポイントといいま

すか、編成に当たってのポイントを申し上げまし

たが、最重要課題の人口減少対策の解決に向け

て、各分野にもう一段質を高める工夫を凝らしな

がら、各分野の施策に一層磨きをかけてまいりた

いと、このように考えている内容のものでありま

す。いずれ町民が安心して暮らせる町、子育てか

ら高齢者まで安心して暮らすことのできる町を

目指してでありますが、各対策に全力で取り組ん

でまいる所存でありますので、よろしくどうぞお

願いを申し上げます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  ほかに質疑の方。姉帯委員。 

 

姉帯春治委員 

  114 ページの第６款の農林水産業費 420 万とな

っていますけれども、有害鳥獣駆除のことでござ

いますけれども、どのような活動に支出している

ところですか。中身的にどのようになっているの

か、お聞かせいただければなと思っております。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  農林環境エネルギー課長。 

 

農林環境エネルギー課長（ 遠藤政明 ） 

  お答え申し上げます。ただいま姉帯委員さんよ

り、有害鳥獣捕獲奨励金の関係でのご質問と思い

ますが、令和８年度の予算で 420万の予算を確保

してございます。これにつきましては、鳥獣被害

対策実施隊、いわゆる猟友会の皆さんのほうに有

害鳥獣、ツキノワグマ、イノシシ、ニホンジカの

捕獲をした際に報奨金ということで、平成 30 年

から実施しているものでございます。昨年は、ツ

キノワグマの出没が全国的に被害が多く、それに

加えてニホンジカ、イノシシも増えているような

状況でございますが、特にツキノワグマの出没に

ついては、町民の皆さんにも大変ご心配をかけて

いる、不安がある中での生活を強いられている中

でのことだったと思ってございます。 

  そういう中で、昨年度有害捕獲という部分で

も、ツキノワグマにつきましては 55 頭の捕獲を

してございまして、これにつきましては令和６年

度と比較しますと、約３倍ほどやっぱり増えてい

るような状況でございます。頭数につきましても

過去最高となってございます。そういうような状
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況も含めまして、令和８年度につきましては、交

付する報奨金につきまして、イノシシ、鹿はその

まま据置きなんですが、熊の報奨金のほう、現在

１万 5,000円だったものを２万円のほうに増額し

たいと考えているものでございます。やはり熊に

つきましては、捕獲の際の危険度が伴うことと、

見回りとかにかかる時間なり、結構時間もかかる

という中で、かなり猟友会の皆さんにもご負担を

かける部分がございますので、その分を配慮して

の対策ということで、若干報奨金のほうは上げる

対策を講じているものでございますので、よろし

くお願いいたします。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  姉帯委員。 

 

姉帯春治委員 

  要するに今課長がしゃべったように、デントコ

ーン畑、農家の方々もかなり入られて困っている

ということで、町としては電牧もやられているわ

けですが、そういうのから全部から考えたら、も

っとハンターの人たちに金額を支払って、そして

減ったことによって、そういう電牧もやらなくて

もいいのかなと思っていますけども、そういう考

えで進まなければ進めないのかどうだか。もうち

ょっと駆除して、そしてあと熊ばかりでなくて、

鹿は私も今山林のほうに造林したりしています

けれども、ほとんど皮をむくのです。皮をむかれ

れば、ほとんど死んじゃうんです、太くても細く

ても。そういうこともあるし、やっぱり段階性を

つけて、熊ばかりではなくて鹿とか、それからハ

クビシンとか、そういうのについて少しずつでも

補助金を出して、そして駆除してもらいたいんで

すけれども、その点についてはどういうふうに考

えていますか。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  農林環境エネルギー課長。 

 

農林環境エネルギー課長（ 遠藤政明 ） 

  お答え申し上げます。やはりデントコーン等の

被害もかなりあるということで、これにつきまし

ては今委員さんお話ししたとおり、電牧での対策

ということで、皆さんのほうにも今までもお願い

してきてございました。令和６年度からも補助金

の額のほうを３分の２の補助に上げて、１ヘクタ

ール 16 万円に上限額を上げての対策ということ

で、こちらにつきましても基本農家さんのほうで

対策、入るのを防ぐというのをやはりしていただ

くことが基本となっている部分とも考えており

ますので、その辺について周知を図りながら、さ

らに努めてまいりたいと思っております。 

  また、その他の鹿とかイノシシの駆除につきま

しても、やはり皆さんからいろいろと、増えてき

ているということでお話も聞いておりますし、先

日冬の間でもやはりロールのほうやられてとい

うことで、猟友会さんのほうにお願いして、有害

駆除をお願いしている自治体もございますので、
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その辺につきましても、猟友会のほうともちょっ

と情報収集、また皆さんからもいろんな情報を集

めながら、さらなる対策といいますか、被害が少

ないような対策を講じてまいりたいと思います

ので、ご理解のほどお願いしたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  姉帯委員。 

 

姉帯春治委員 

  規模拡大している酪農家等から聞きますと、み

んなから聞いたわけじゃないんだけども、電牧の

補助金をいただいているけれども、全部なら全部

やるのは大変だということも話は聞いておりま

す。そういうことですので、できるだけ成獣の熊

は片づけるようにしていただいて、もうちょっと

補助金を上げてもらえれば。やはりテレビで見て

いますけども、熊を撃つのは命がけだと、一発で

外せば終わりだと、我さ来るというようなテレビ

でも報道されていますし、やっぱり山の鳥とか何

かというのと全然違うよと、弾から。そういうこ

ともありまして、やっぱり危険を伴ってハンター

さんたちはやっていますので、もうちょっとその

辺を考えて、そしてあとは鉄砲の資格を取るのに

町で補助金を出していましたけれども、その点に

ついて何人か増えましたか。お願いします。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  農林環境エネルギー課長。 

 

農林環境エネルギー課長（ 遠藤政明 ） 

  お答え申し上げます。熊の報奨金の関係につき

まして、やはりもう少し手厚くという話もござい

まして、今回１万 5,000円だったものを２万円に

上げるということで、まず進めたいなと思ってお

りまして、盛岡広域振興管内を見ましても、葛巻

がやはり一番高い金額で、さらに２万円に上乗せ

したいということでございますし、岩手県内を見

ますと、陸前高田市で現在１頭当たり１万 6,000

円という単価がございますが、今回葛巻のほうで

２万円ということで上げますと、県内でも一番高

い金額になろうかなと考えてございます。 

  あと、資格の関係でございますが、昨年度、女

性の方が１名新たに猟友会のほうに入るという

ことで進めておりますし、これまで女性の方がい

なかったんですけども、ある程度女性の方も増え

ているような状況でございますし、もうひとかた

今後増える見込みもあるということで、さらに猟

友会さんを含めた中での連携と、支援体制の強化

についても連携を図りながら進めてまいりたい

と思っておりますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  姉帯委員。 

 

姉帯春治委員 

  今課長のほうから、ほかの町村のあれを見て決
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めたということですけれども、葛巻は酪農地帯で

すので、ほかと比べないで、やはり農家の人たち

のことを考えて、上乗せして考えなければならな

いのかなと思っています。そういうことでお願い

します。 

  あと、話は変わりますけども、115 ページをお

願いします。本当は、もっと早めに欲しいなと思

っていたドローンでございますけども、購入する

ということですが、これはどのような活動をした

り、またはどのようなドローンが設置されている

のだか。カメラついていたのか、または何か災害

があったときに物を運べるぐらいのドローンな

んだか、その辺を聞きたいなと思っています。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  農林環境エネルギー課長。 

 

農林環境エネルギー課長（ 遠藤政明 ） 

  お答え申し上げます。ただいまドローンの購入

に関するご質問ということで、姉帯委員さんから

ございました。これにつきましては、森林の現況

調査用のドローンということで、現在購入を考え

ているものでございまして、例えば森林にどのよ

うな樹種があるのか、どの程度の密度で生育して

いるのかなどの現況調査ということで、主に森林

環境管理制度が始まってからの対応もございま

すが、調査を委託しております森林組合さんのほ

うに、こちらのほうの貸出しなんかをしながら調

査を進めてまいりたいなと思っておりますので、

そういう中で活用をしたいと思っております。 

  また、熊、イノシシ等に遭遇するリスク等も調

査上ありますので、そういう危険性を下げるとい

う意味でも、今回ドローンのほう購入して調査の

効率化、安全化を図りたいなと思っております。 

  いずれお話あったとおり、いろんな調査に使い

たいと思っている部分もございますし、あと災害

とか起きた場合でも、山の中に入っていくのが大

変な場合もございますので、そういう活動も現在

考えているところでございます。一応カメラつき

のものでありますし、いろいろと面積算定とか、

そういうものに活用できるようなものというこ

とで、現在仕様のほうを見極めながら購入を進め

てまいりたいと思っておりますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  姉帯委員。 

 

姉帯春治委員 

  このドローンについては、昨年度松くい虫など

があったはずですが、そういうのにも使えるんで

はないかなと思っていますし、葛巻町は面積が森

林も含めて大きいということで、いろいろな、す

ばらしい活躍ができるのではないかなと思って

おります。 

  そこで、本当に災害が起きたり何したときは、

面積が広いし、山のどこに土砂が来るか分からな

いので、やはり使い方をしっかりやって、そして
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こういうときはこういうふうにやるよという、使

う人によってじゃなくて、問題が起きたことによ

って使えるようにしていただきたいなと思って

います。そういうことで、ひとつ本当によかった

なと思って、私はそう思っています。 

  あと、話は変わりますけども、133 ページお願

いします。133 ページの８款土木費でございます

が、400 万ぐらいになっているのかな、空き家対

策事業でございますが、何だか俺が間違っている

かどうか分からないけど、１回この空き家調査を

何年か前にやったはずなんです。そのときの空き

家対策と今の空き家対策の調査というのは、何ぼ

か違っているのか、どういうふうにしてやるの

か、そこを聞きたいなと思っています。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  地域整備課長。 

 

地域整備課長（ 和野康弘 ） 

  お答え申し上げます。先ほど空き家対策の関係

でということでのご質問でございますけれども、

確かに 10年前に空き家の実態調査ということで、

これは直営でございますけれども、町内を歩い

て、どういった空き家があるのかという調査は行

っております。その際には、約 190件ほどが手つ

かずといいますか、そういった空き家があるとい

うふうな結果となっておりました。 

  その後空き家対策についての計画等々につい

てはやっておりませんで、今回実は町として空き

家の件数をもう一回現状調査を全部したいと思

っております。その上で、空き家の状況を確認し

て、あとはやはり地域の方が一番分かっておりま

すので、各自治会の方々への聞き取り等も行いな

がら、どういう空き家の状況なのかというのを確

認したいと思っております。それを確認した後

に、今度は実際の空き家をどういうふうに活用し

たいのかというアンケート調査といいますか、実

際空き家を持っている方々に打診をして、そうい

った聞き取り等も行った上で、今後町として空き

家対策をどうやっていくのかということでの計

画のほうに結びつけていければなと思っており

ます。 

  実際空き家の考え方として、倒壊や著しい衛生

上の危険とか、そういったものがあるものが特定

空家ということでなっておりますけれども、管理

不全空家という名称が、項目が今できておりまし

て、適切な管理がされておらず、放置すれば将来

的に特定空家になるおそれがあるということで、

特定空家の予備群とされているものがございま

す。こういったところが相当増えているんではな

いかというふうにちょっと私たちも思っており

まして、これは地域整備課だけではなく、全庁を

挙げまして、空き家対策をどういうふうにしてい

くかということは、今後その状況を見た上で検討

させていただければと思っております。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  姉帯委員。 
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姉帯春治委員 

  今課長さんがしゃべるように、何年か前にやっ

たはずなんです。そして、私のずっと奥の牧場の

ほうに空き家対策の人が行ったんです。ちょうど

会ったから、あるにはあるんだけど、行くなよと、

そこだば熊入っているよと。だから、本質的には

役場としては、そういうのを調査するんじゃなく

て、今恐らく利用できるのをチェックしながらリ

フォームしたり、または必ずそこに建てたいと、

何とかしてそこを欲しいという人には、そういう

ふうなことに使ってもいいと思いますけども、葛

巻町全体の空き家を調べれば、現在ほとんど放置

されているんです。解体したのは一件もまだあり

ません。 

  そういうことで、町としてやっていただきたい

のは、空き家でもここ使えるよと、あとはリフォ

ームすれば使えるよと。あとは、中心部で、空き

家なんだけども、そこを使って新しく新築したい

というのについては、町で解体の補助金を出して

新しい方々を入れるとか。今俺何件か聞いていま

す、欲しい人があれば土地うちらはあげますよと

いう人も何か見ていますので、そういう人たちに

は町で解体の補助金を出して、そして土地を買う

のにそういうのには負担させないで、町で負担し

ていただいて、そして新しい方々が来たから新築

してもらえばいいのかなと思っていますけども、

その点は副町長、どうですか。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美 ） 

  お答えいたします。今回の空き家等の実態調査

ということで、今課長のほうから調査の概要をお

答え申し上げたところでありますが、いずれ 10年

以上たっての今回の空き家の調査ということに

なりますが、そういう中で、かなり前回と違った

形の中での空き家の対策を今回の調査を基に進

めていかなければならない状態が出てくるであ

ろうと、このようにも思っておるところでありま

す。 

  そういう中で、今姉帯委員さんからもお話あり

ましたように、そういう物件等に対する今後の町

としての支援の在り方といいますか、こういうこ

と等も今後は考えていかなければならない状態

に現在はなってきているのであろうと、このよう

にも思っておるところであります。いずれ今回の

ご意見等を参考にしながら、さらに町としての今

後のあるべき支援対策を検討してまいりたいと

思いますので、ご理解を賜りたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  姉帯委員。 

 

姉帯春治委員 

  本当はさっき聞けばよかったんですけども、例
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えば空き家に誰か入りたいとか、譲ってもいいと

いう写真入りのマップを作っていますか。もしそ

ういうのがあれば、役場のほうで作っていただけ

れば、誰か入りたいという場合、例えば江刈のほ

うにはこういう物件がありますよと。町なかには

あるよと、西部のほうにあると、北部のほうにあ

るよと。入りたい人がそれぞれどこに入ってもい

いようにマップ作って、これぐらいのなんだよと

写真を写して、本人から了解を受けています、使

ってもいいということであれば、そういうふうに

したほうがよいのでないかなと思っています。だ

から、最初に本人から了解を受けて写真を写して

マップ作って、そして町内を４つぐらいに分け

て、どこに住みたいのかと聞いて、江刈の人は恐

らく冬部に来たい人はいないから、それぞれ入り

たい人の意見を聞きながら、そして合った物件を

紹介できるように。そして、それぞれのマップを

作りながら、そしてあとはさっきも話ししたよう

に、いや、中心部がいいと、ただし古い家が建っ

ていると。そういうのには、本当にその人がよい

というのであれば、町で解体費を出して、そして

新しい方を入れて、そして新築させればよいのか

なと思っています。 

  ただ、20年前と今とでは相当違うでしょう。道

路も水道も下水道も、みんな今まで、例えば 100

人いた人が今は二、三十人でしょう。全部少ない、

収入がないところを直していかなければならな

いと思いますので、その辺も含めながらやると、

やはり今建っている空き家を補助金出しながら、

そして整備していったほうがいいのではないか

なと。悪いけども、枝線の奥のほうについては、

ほとんど入れるようなうちはないんです。だか

ら、それは調査以外にしていただいて、そして自

分で片づけてくださいよといったぐらいでよい

のではないかなと思っています。その点について

考えてもらえればなと思っていますが、お願いし

ます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  いらっしゃい葛巻推進課長。 

 

いらっしゃい葛巻推進課長（ 大久保栄作 ） 

  委員さんから話がございましたマップという

んですか、空き家の位置を表示したような形での

お知らせということで、当課のほうで移住、定住

の観点から空き家バンクというものを、平成 22年

度から制度を運用してございます。それで、登録

したい方からの申出を受けまして登録して、譲れ

るような物件かどうかというのを確認しながら、

空き家バンクのほうに登録をするというような

ことで紹介をしてございます。 

  ホームページとか、あと資料等で、ここに位置

していますよというようなことでの位置情報を

表示した形で紹介もさせていただいております。

現在それらの物件をこれまで 70 件ほど登録して

ございます。そういった形で、希望する空き家バ

ンク等がございましたら、当課のほうで対応を今

後もしてまいりたいと考えております。 
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輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  地域整備課長。 

 

地域整備課長（ 和野康弘 ） 

  今後の調査の在り方、あとは今後の空き家に対

する補助の在り方等につきましてでございます

けれども、まず調査の在り方についてですけれど

も、委員さんから今お話がありましたとおり、い

ろいろちょっと工夫をしながら、例えば本線のと

ころを中心にやるとか、そういったところは、今

後効率的に考えていきたいと思っております。 

  また、例えば解体の費用とかという話とかにつ

きましては、今後さらに踏み込んで検討しながら

考えていきたいと思いますので、ご理解賜りたい

と存じます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  姉帯委員。 

 

姉帯春治委員 

  中心部で今の状態はあのとおりになっていま

すけども、あと何年かたつと大変だと思います。

倒れてくるとか、トタンが外れてくるとか、そし

てそれでも持ち主が、管理が何かできて請求でき

るような人であればいいんですけども、放置して

いる人がかなりあると思います。そういうところ

には、積極的に町で考えて、解体料は補助金を出

しながら、そして新しい町の家を建てながらやっ

ていかなければならないのかなと思っています

し、また昨年度かなり、今大久保課長さんが話し

したような空き家に入ったのを聞いています。こ

れもかなりの額になったり、またはもらうぐらい

の額で譲った人もあるようです。だから、空き家

を重要視されているのは確かなので、できるだけ

早めにそこはマップ作りながら、そして少しでも

入りたいなと思っている人にはそういう指導を

しながら、そして金銭関係には役場さんは入られ

ないわけですけども、当人で決めればよいのであ

ると思いますので、その辺をもっと早めに進めて

もらいたいなと思っております。よろしくお願い

します。 

  終わります。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  ほかに質疑の方。藤岡委員。 

 

藤岡徹委員 

  予算書の 67 ページをお願いいたします。社会

福祉総務管理経費の 19 の補助費の中での高齢者

外出支援事業ですけれども、７年度は 248万円の

予算でした。それが今年度は 450万円と大幅に増

となっておりますが、その事業概要等をお伺いい

たします。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  健康福祉課長。 
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健康福祉課長（ 大石和人 ） 

  ただいまのご質問についてお答え申し上げま

す。今回高齢者等外出支援事業、予算額について

拡充させていただいております。 

  最初に、この事業の概要でございますが、高齢

者、あとは障がい者等の皆様、歩行困難等の理由

がありまして路線バス等の利用困難な方々に対

して、平成 29 年度からタクシーの利用料の一部

を助成する事業を行っておりました。これが高齢

者等外出支援事業になります。こちらにつきまし

ては、利用料１回につきまして 1,000円以上ご利

用いただいた方に対して、町で定めた利用料によ

りまして、３段階の助成割合を使って、これまで

助成させていただいております。今回こちらのほ

うを、その助成の内容につきましては、タクシー

１回の利用料金 1,000円は、これは変わらないん

ですが、利用料の段階を撤廃させていただきまし

て、一律８割を助成するというような形にさせて

いただいております。 

  こちら今回このように拡充をさせていただい

た背景といいますか、それにつきましては、まず

１つは高齢者や障がい者の皆様の外出機会をも

っと増やしたいというところがございます、そし

て社会参加していただくということ。 

  そしてあとは、昨年の 10月だったでしょうか、

葛巻町が位置する場所は、県内のタクシーの旧岩

手地区Ｂ地区というところになるかと思うんで

すが、そちらのタクシー料金が増えまして、増額

しました。そちらによりまして、タクシーを利用

される方々の負担が増えてございます。 

  あとはもう一点は、これまで住民の方々から

も、やはりそのようなこともありまして、移動に

関する要望といいますか、そういうのが結構ござ

いました。今回それに対応いたしまして、こちら

の外出支援の事業のほうを拡充させていただい

ております。 

  以上です。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  藤岡委員。 

 

藤岡徹委員 

  分かりました。どうもよろしく、ありがとうご

ざいます。 

  その次、もう一点質問いたします。予算書の 88

ページをお願いいたします。母子保健事業でござ

いますけれども、項目の一番下に５歳児健康診査

の項目が新たに加わっております。それに関し

て、先ほど副町長もおっしゃいましたけれども、

これは以前竹花議員が一般質問したときに、実施

に向けて検討するという回答をいただいていた

ものをそのまま実施するということでよろしい

んでございましょうか、理解でよろしいんでござ

いましょうか。 

  それで、さらにその事業概要をまたお伺いいた

します。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 
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  健康福祉課長。 

 

健康福祉課長（ 大石和人 ） 

  お答え申し上げます。まず、この事業実施、今

回新規に事業を５歳児健診につきましては行い

ます。 

  こちらのほうの事業の実施に至った背景とい

いますか、経緯でございますが、まず初めに国の

ほうで、令和 10 年までに全市町村で５歳児健診

を 100％、全市町村で実施を目指してくださいと

いうような通知がございました。これに伴いまし

て、昨年の６月議会だったでしょうか、竹花議員

さんからもこちらの５歳児健診について質問い

ただいております。 

  この５歳児健診につきましては、就学時健診

と、その手前に３歳児健診があるわけですが、そ

の間に公的な健診がないということで、その間で

健診をするということで、幼児の身体発育状況と

か栄養状況、あとは精神の状態、あとは言語、あ

とは育児上の問題になる事項等を専門職によっ

て相談を受けて、フォローしていくというような

事業になります。今回この５歳児健診につきまし

ては、特にも専門職の中で心理職が新たに加わり

ます。こちらの心理職も加えて、５歳児健診のほ

うを実施するというような予定になっておりま

す。ちなみに、年２回に分けて実施する予定でご

ざいます。 

  以上です。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  ほかに質疑の方。深澤委員。 

 

深澤進委員 

  予算書 117ページの林業振興費、町産材利用促

進事業について伺います。令和７年度 420万の予

算でしたが、令和８年度は倍の 840万が計上され

ております。この拡充内容を具体的にお知らせい

ただきたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  農林環境エネルギー課長。 

 

農林環境エネルギー課長（ 遠藤政明 ） 

  お答え申し上げます。町産材利用促進事業に対

するご質問でございまして、予算額 420万に対し

まして、令和８年度は 840万の計上ということで

ございますが、その内容ということでございま

す。町産材利用促進事業ですけども、町産材の利

用拡大を図るために、町産材を活用した住宅や牛

舎等の新築、増改築の際に補助金を交付する事業

として、平成 15 年度から実施しているものでご

ざいます。 

  今回の拡充内容についてでございますが、現在

の補助単価のほうを使用料１立米当たり６万円

としているものを、昨今の物価高、人件費の高騰

等いろんな要因もございまして、１万円増額して

７万円の補助額に見直すことで考えてございま

す。 
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  また、補助の対象事業者につきましても、これ

まで個人のみのものとしてございましたが、町産

材の利用の拡大をさらに図りたいということも

ございまして、町内に事業所を置く法人等の事業

所の方も補助対象として、例えば工場とか社員社

宅とか、そういう部分に対しての新築、増改築等

において町産材を活用した場合の支援を拡充し

たいというものでございます。 

  ただ、補助の上限については、これまでどおり

120 立方メートルということにしておりましたの

で、今回１万円増額することで、840 万円の予算

を計上させていただいておりますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

 深澤委員。 

 

深澤進委員 

  ありがとうございます。これまでも拡充して継

続してきたところかと思いますが、今回拡充する

こととした経緯を教えていただきたいと思いま

す。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  農林環境エネルギー課長。 

 

農林環境エネルギー課長（ 遠藤政明 ） 

  お答え申し上げます。今回の拡充した経緯とい

うことでございますが、若干先ほどもご説明させ

ていただきましたが、やっぱり昨今の物価高また

は金利の上昇等によりまして、住宅の新築、改築

を控えている方にも影響しているんじゃないか

ということを推察してございます。 

  このような状況の打開策として、町産材利用を

図りたいということから、今回増額しようとする

ものが大きなところでございますし、また新たに

法人のほうの方も対象にするということでござ

いまして、これにつきましても、これまでもいろ

いろ要望等もございました中で、それにお応えす

る部分も考えたいと思っているところがありま

したことから、今回町産材のさらなる活用と林業

振興の一層の推進を図るという観点からも、事業

対象者と補助額の拡充を図りたいもので、今回の

増額に至った経緯でございますので、ご理解いた

だきたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  深澤委員。 

 

深澤進委員 

  先ほどの副町長の最初の答弁にもございまし

たが、今回の予算、町民の負担軽減と、あるいは

住民の生活の安定のためということで予算を組

んだということです。この助成が８年度に住宅や

工場、畜舎等の新築、増改築を予定されている町

民の皆さんの経営安定につながること、そしてま

た林業振興にもつながることを期待したいと思

います。 
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  もう一点お伺いいたします。予算書 111ページ、

地区センター指定管理料について伺います。指定

管理料を拡充した内容について具体的にお知ら

せください。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  まなび交流課長。 

 

まなび交流課長（ 大川原洋一 ） 

  お答えいたします。地区センターの指定管理料

でございますが、今回の見直しにつきましては、

近年における燃料費等の価格高騰が続き、施設の

維持管理に係る経費が増加している状況を踏ま

えまして、地区センターの指定管理料を改定する

ものでございます。 

  金額につきましては、これまで年額で２万

1,000 円としてきたところでございますが、改定

後は均等割分を３万円といたしまして、これに新

たに施設面積に応じまして面積割分を加算する

ことといたしまして、これまでと比較しますと、

年額で最低でも２万 3,000円の増額、面積が広い

施設ですと、最高で４万 5,000円の増額となるも

のでございます。 

  以上です。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  深澤委員。 

 

深澤進委員 

  これを令和８年度で拡充することとした経緯

を教えていただきたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  まなび交流課長。 

 

まなび交流課長（ 大川原洋一 ） 

  お答えいたします。令和８年度につきまして

は、公共施設の指定管理におきまして、５年ごと

に締結しております基本協定を更新する年度に

当たりますことから、この時期に合わせまして、

指定管理料の見直しを行うものでございます。 

  なお、燃料費等の価格高騰に対する対策といた

しましては、令和５年度から今年度までの３年間

につきましては、自治会活動交付金に物価高騰対

策分として加算させていただきまして、応急的に

対応してまいったところでございます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  深澤委員。 

 

深澤進委員 

  予算書 158ページの教育費にも予算措置してい

るようですが、自治公民館活動費補助金 52 万

8,000 円についても同様の積算で拡充が行われた

ものでしょうか。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  まなび交流課長。 
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まなび交流課長（ 大川原洋一 ） 

  お答えいたします。ただいまご質問ございまし

た自治公民館活動事業費補助金につきましては、

自治会等が所有する集会施設等の維持管理に係

る経費の負担軽減を図るために交付しておる補

助金でございます。 

  こちらにつきましても、地区センターの指定管

理料と同様に、令和８年度から補助金を増額して

拡充を図ろうとする内容でございます。対象にな

りますのは、自治公民館や集会施設等を所有する

12団体でございます。補助金額につきましては、

これまで年額で２万円であったものを４万 4,000

円とする内容でございます。 

  以上です。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  ほかに質疑の方。山岸委員。 

 

山岸はる美委員 

  それでは、89ページ、衛生費、お願いいたしま

す。説明の欄のマタニティライフサポート金であ

りますが、本年度は対象者を何名と見込んでいる

のかお伺いします。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  健康福祉課長。 

 

健康福祉課長（ 大石和人 ） 

  ただいまのご質問についてお答え申し上げま

す。対象者につきましては、15人を予定しており

ます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  山岸委員。 

 

山岸はる美委員 

  ありがとうございます。妊産婦の方々が安心し

て産み育てられる、また安心して通院等ができる

ためのマタニティライフサポート事業だと思い

ますが、世界的紛争の広がり等でエネルギーの高

騰が懸念されているわけでありますが、通院費の

一部助成ではありますが、この点については十分

なのかお伺いいたします。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  健康福祉課長。 

 

健康福祉課長（ 大石和人 ） 

  お答え申し上げます。これまでマタニティライ

フサポート金支給事業につきましては、出産準備

金ということで５万円支給しておりました。それ

で、今回もその準備に係る経費５万円は変わりま

せんが、今回これに加えまして本人、妊婦さんと、

あとは配偶者の方の宿泊費用の部分についても

ありますが、プラス健診、出産、そして産婦健診

のときの交通費、こちらのほうを今回拡充させて

いただいております。この交通費につきまして
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は、一応今のところ１キロ当たり 37 円というこ

とで計算しておりますので、ご利用されている医

療機関によっては、ここの金額変わってくるかと

思いますが、今時点ではこちらのほうで対応させ

ていただきたいと思っております。今後またその

辺の価格変動等がございましたら、またその辺の

時期になりましたら、また検討はしたいと思って

おります。 

  以上です。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  山岸委員。 

 

山岸はる美委員 

  ちゅうちょすることがないような手厚い検討

をよろしくお願いいたします。 

  続いてですが、150ページ、お願いいたします。

教育費の中で、教員住宅解体撤去工事が予算計上

されていますが、この対象となる住宅地、また戸

数等は何件くらいになるのかお伺いいたします。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  教育長。 

 

教育長（ 石角則行 ） 

  ただいまの質問にお答えいたします。教員住宅

の解体撤去工事についてということで、場所につ

きましては田子の、場所的に言うと、給食センタ

ーからちょっと上っていったところがありまし

て、昔の旧公団のところといいましょうか、そこ

の左側にあります戸建ての住宅棟を１棟解体予

定としているものでございます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  山岸委員。 

 

山岸はる美委員 

  その後は更地となるのか、また別な新たな用途

の建物等の建築等は考えられているのか、お伺い

いたします。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  教育長。 

 

教育長（ 石角則行 ） 

  その後のということでありますが、現在教員住

宅、古いものを含めて 120棟以上ございますが、

そういったものに順次入っている、利用している

方々もおりますので、そういったことを勘案しな

がら計画を立てて、１個ずつ壊しながらいくとい

うことで。 

  そして、後期の総合計画、過疎計画のほうにも

書いてございますように、今後需要がありますこ

とから、教員住宅の新たな建設等も検討しなけれ

ばならないということで、そういったことも視野

に含めて、現時点で建てるということとかはない

んでございますが、そういうふうな後期計画も鑑

みまして、検討してまいりたいと思っております
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のでよろしくお願いします。 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  ここで 11時 10分まで休憩をいたします。 

 

（ 休憩時刻 １１時０１分 ） 

（ 再開時刻 １１時１０分 ） 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  休憩前に引き続き会議を再開します。 

  質疑を続けます。深澤委員。 

 

深澤進委員 

  予算書 139ページ、指定避難所生活環境改善事

業についてお伺いします。予算額 640万円が計上

されておりますが、この事業内容を具体的にお知

らせいただきたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  総務課長。 

 

総務課長（ 松浦利明 ） 

  指定避難所生活環境改善工事 640万円のお尋ね

でございましたが、こちらにつきましては指定緊

急避難場所、いわゆる第１避難所、緊急的な避難

所に指定されております地区センターにエアコ

ンを整備しようというものでございます。大体 28

か所ぐらいあるわけでございましたけども、３か

年に分けて整備しようというものでございまし

て、８年度におきましては８か所を予定している

ところでございます。おおむね各センターのホー

ルにエアコンを２台ぐらい設置したらいいのか

なというように考えているものでございます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  深澤委員。 

 

深澤進委員 

  この設置時期については、いつ頃に予定してい

ますか、今年度の分。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  総務課長。 

 

総務課長（ 松浦利明 ） 

  年度替わりましてから、すぐ入札等を始めます

ので、できればすぐ始めて、今年の夏には間に合

うように整備したいと思っておりますが、業者等

の状況等についてはまだ確認しておりませんが、

目標はそこに置きたいと思っております。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  深澤委員。 

 

深澤進委員 

  失礼しました、来年度でした。近年大変温暖化

等により気温の上昇があります。猛暑日が長く続

いております。ぜひ早い時期に設置をお願いした

いと思います。 
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  もう一点お伺いします。予算書 138ページ、高

規格救急自動車購入事業について伺います。今回

救急車の車両更新ということですが、本来の救急

自動車の耐用年数は何年で、現在の分署の車両に

ついてはどのような状況でしょうか。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  総務課長。 

 

総務課長（ 松浦利明 ） 

  いわゆる救急車についてでございますが、法定

耐用年数は５年となっているものでございます。

葛巻分署に配置されております現在の救急車で

ございますが、平成 28年 11月に登録されており

まして、もう９年経過しておりまして、８年度中

には 10 年になろうということでございまして、

走行距離は 15 万 3,000 キロほどと現時点でなっ

ているものでございます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  深澤委員。 

 

深澤進委員 

  この救急車の納入時期は、いつ頃を予定してお

りますか。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  総務課長。 

 

総務課長（ 松浦利明 ） 

  納入時期につきましては、令和９年３月を予定

しているもので、できれば繰越しをしないで、３

月中には納入できればというように思っている

ものでございます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  深澤委員。 

 

深澤進委員 

  今回の更新で、高度救命処置用資機材、救急用

訓練資機材が搭載されるということですが、これ

はどのような機材なのか、具体的にお知らせいた

だきたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  総務課長。 

 

総務課長（ 松浦利明 ） 

  今回の購入費でございますが、全体で 5,696万

円でございまして、このうち車両につきましては

3,016万円、それから高度救命処置用資機材 2,375

万 5,000円、それから救急訓練用資機材、これが

304万 5,000円ということになっております。 

  車両以外の部分で、高度救命処置用資機材につ

きましては、輸血用資機材、それから自動体外式

除細動器、いわゆるＡＥＤ、それから気道確保用

機材、それから血中酸素飽和測定器、それから自

動式心マッサージ器、それから人工呼吸器、そう
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いったものでございます。それから、訓練用資機

材 300万ほどでございますが、高度救急処置シミ

ュレーターということ、それから心肺蘇生トレー

ニング用資機材等が同時に購入する内容となっ

ているものでございます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  深澤委員。 

 

深澤進委員 

  分かりました。ありがとうございます。町民の

命に関わる車両でありますので、耐用年数もかな

り過ぎていることから、町民の安全安心な暮らし

のために、できるだけ早い時期の納入を期待しま

す。よろしくお願いします。 

  以上です。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  ほかに質疑の方。高宮委員。 

 

高宮一明委員 

  ページ数からいうと 130ページになりますが、

道路新設改良事業についてお伺いします。４項目

めの道路改良事業費・江刈農村センター線につい

てでございますが、どのような内容なのかお聞き

します。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  地域整備課長。 

 

地域整備課長（ 和野康弘 ） 

  お答え申し上げます。町道江刈農村センター線

でございますけれども、こちらの町道は国道 340

号から江刈中学校へ向かう町道の四日市中村線

がございますけれども、そこから、小苗代橋の手

前から江刈農村センターへ向かう道路でござい

ます。家の裏を経由しながら国道 340号と平行に

江刈農村センターへ向かう線形に現在はなって

いる町道でございます。 

  そして、現在の状況でございますけれども、幅

が 2.5メーターから３メーターということで、狭

くて車両の擦れ違い等ができない状況というこ

とで、あと舗装もされていない、切削材での仮舗

装をやっているというふうな、非常に道路も暗く

て、ちょっと危険な道路だというふうに感じてお

りました。この道路につきましては、中村集落の

方々、また小苗代集落の方々の江刈農村センター

へのアクセス道路ということで、非常に多くの方

が使っているというふうに聞いております。 

  この道路につきまして、やはりそういった状況

を踏まえまして、道路の拡幅を行いながら、線形

を多分若干移動しなきゃいけないと思います。道

路改良を行っていきたいというふうに考えてお

ります。 

  令和８年度につきましては、まずはそういった

測量設計を行いまして、どういった形状にしたら

いいのかということで、約 170メーターほどにな

るかと思います。幅員の確保もしながら、補償費
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なんかもどういうふうになるのかを今後考えて

いかなきゃいけないと思いますが、その基本とな

る設計を令和８年度に行いまして、また皆さんの

ほうにいろいろご相談をしながら、どういう線形

にしたらいいかということで検討しながら進め

ていきたいと思っておりますので、よろしくお願

いいたします。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  高宮委員。 

 

高宮一明委員 

  ありがとうございます。今の説明ですと、170メ

ートルということでございますし、測量設計とい

うようなことでございますが、実は中村住宅とい

いますか、あの辺から行くところの 170メートル

では当然及ばない環境でございますが、今中学校

の生徒さんも少なくなって、通学する人たちが少

ないんですが、今の国道に出るよりは中村住宅か

ら回って中学校に行く方法、それから中学校の部

活で使っておりますテニスコートに行く道路、こ

の関係で関連した道路でございますんで、一体的

な改良整備をお願いしたいという地域住民の願

いでありますが、その辺の考え方はどのように考

えているのか、お伺いします。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  地域整備課長。 

 

地域整備課長（ 和野康弘 ） 

  お答え申し上げます。これまで地元の方々から

の要望を踏まえて、現在の町道四日市中村線から

の道路というふうに現在は考えておりました。中

村住宅のほうからとなりますと、またちょっと考

え方を精査していかなきゃいけないと思ってお

ります。そういったところは、ちょっと今後どう

いうふうにするか、町としてどういうふうに対応

していくかは検討になるかと思いますが、現在の

ところは要望がありました四日市中村線からの

道路ということでの考えになっているというこ

とをご理解いただければと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  高宮委員。 

 

高宮一明委員 

  分かりました。地域住民の要望は、中村住宅か

らお願いしたいというような声が強いものです

から、その辺まで考えた上で、今後設計等に取り

組んでいただければなというお願いで終わらせ

ていただきます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  ほかに質疑の方。深澤委員。 

 

深澤進委員 

  予算書 109ページ、家畜健康管理・生産性向上

支援事業について伺います。畜産開発公社の預託
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牛の健康管理及び生産性の維持向上を図るため、

体制整備、獣医師の費用を一部助成するという事

業ですが、この内容について教えていただきたい

と思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美 ） 

  お答えいたします。町の基幹産業であります酪

農の維持発展を推進していくという上で、畜産開

発公社が今預託事業を進めている、対応している

わけでありますが、そういう中で、農家との分業

といいますか、そういう中での経営の効率性を高

めるという観点の重要な一つの事業であると、こ

のようには思っておるところであります。 

  そうした中でありますが、公社が預かる育成期

の子牛の個体管理を充実させていくということ

であります。これにつきましては、データ等に基

づきながら、飼育事業での信頼性もそういう中で

しっかり高めていくということ、それからもう一

つは、預託牛の頭数の増頭にもつなげていくとい

うようなことにも期待しての事業を進めるもの

であります。そして、このことが事業経営の観点

からも、増収を期待できるもの考えておるもので

あります。こうしたことから、獣医師の適正管理

の下に、良好な牛の健康状態を管理、維持すると

いうこと、そしてまた乳牛の生産性の向上と酪農

家の所得向上につなげていくというものであり

ます。今回獣医師を雇用することといたしまし

て、その費用の一部を町から負担しようとするも

のであります。 

  したがいまして、近年では家畜伝染病等のリス

クというのがいろいろある、高まっているといい

ますか、あるわけでありますが、そういったふう

なこと等にも、ふだんからでありますが、しっか

りと対応していける体制の一つにもなるという

こと。そしてまた、そのことが地域経済に与える

影響も大きいという観点から、リスクの管理の観

点から、牛の配置を考えているものであります。

こうした取組を通じまして、町全体の乳牛の質の

向上あるいは生産性の向上に、家畜の安定的な衛

生管理につなげてまいりたいと考えております

ので、ご理解を賜りたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  深澤委員。 

 

深澤進委員 

  ありがとうございます。令和２年頃から世界情

勢の変化等により、生産資材や家畜の餌等が大変

値上がりして、高止まりしております。農家の負

担が大きくなっております。酪農家の皆さんに

は、公社の育成預託事業と併せて、経済的負担や

労働力の負担軽減を図っていただければいいの

かなと思います。 

  以上です。よろしくお願いします。 
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輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  ほかに質疑の方。山崎委員。 

 

山崎邦廣委員 

  ページ数は、同じ 109ページでございます。６

款１項農業費の５目畜産業費、説明の２、畜産振

興総合対策事業費でございます。18節の補助金、

高性能機械導入事業 1,160万円であります。説明

ですと、ミキサーフィーダーの更新に係る費用の

一部助成ということでありました。この事業の詳

細についてお伺いいたします。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  農林環境エネルギー課長。 

 

農林環境エネルギー課長（ 遠藤政明 ） 

  お答えいたします。ただいま高性能機械導入事

業費についてということで、山崎委員さんからご

質問ございました。事業内容といたしましては、

畜産開発公社で行います高性能機械導入という

ことで、先ほどお話ありましたミキサーフィーダ

ーという機械の導入に対しまして、町が２分の１

の補助を考えているものでございます。こちらの

機械につきましては、牧草やサイレージ、配合飼

料などの複数の飼料を均一に混合しまして、牛に

給餌するための飼料調製用機械となっておりま

す。 

  事業実施の背景といたしましては、現在使用し

ている機械のほうが 10 年ほど近く使用している

こともございまして、故障も多く、作業効率も悪

い状況の中、日々の作業に今結構時間を費やして

いるというような状況がございまして、新たに今

後高性能な機械に更新することによりまして、作

業の効率化や労働時間の短縮、作業負担の軽減を

図りたいということで、今回この導入に対して支

援を行いたいというものでございます。よろしく

お願いいたします。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  山崎委員。 

 

山崎邦廣委員 

  ありがとうございます。今回こういう事由に係

る予算計上でございます。この事業８年度でござ

いますが、こういった畜産振興に係る補助であり

ます。今回の機械導入事業費でございますが、８

年度以降、何かこういう農家さんに対しての支援

の拡充というようなことは、検討に上がっている

でしょうか。その辺のところをお伺いしたいと思

います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  農林環境エネルギー課長。 

 

農林環境エネルギー課長（ 遠藤政明 ） 

  お答え申し上げます。酪農家さん、畜産農家さ

んに対する機械導入等への補助の支援というこ

となんですが、やはり現在機械の購入費用という
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のは、以前にも増してかなり負担が増えているよ

うな状況でございます。その中の国とか県の補助

事業のほうにおきましても、要件のほうが機械の

金額等に対応したかさ上げとかも若干出てきて

いるような状況がございます。 

  町といたしましても、これまで継続してきてお

ります畜産労働力負担軽減事業、それら等の事業

と合わせながら、農家さんまたは農協さんとかの

声を聞きながら、その辺の対応についても今後検

討してまいりたいと思いますので、ご理解のほう

よろしくお願いいたします。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  山崎委員。 

 

山崎邦廣委員 

  どうもありがとうございました。 

  それでは次に、予算書の第４条をお願いいたし

ます。一時借入金５億円でございます。お伺いを

いたします。まず、令和７年度、今年度でありま

すが、一時借入金では８億円としておりました

が、３億円マイナスの５億円ということでありま

す。一時借入金については、収支の不均衡が関係

してくると思いますが、一時借入金の役割、ある

いはその限度額についての考え方をお伺いいた

します。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美 ） 

  お答えいたします。一時借入金の考え方といい

ますか、役割等々についてでございますが、一時

借入金は歳入歳出の年度途中において、今おっし

ゃいますように調和を欠いたといいますか、そう

いう時期に一時借入金として、手元の資金が不足

するという、そういう場合にこの資金を借り入れ

る、地方団体に認められている借入金でありま

す。会計年度内に歳入歳出でのそれぞれのタイミ

ングが同じではなくて、ずれている、そういう状

況にあるものでありまして、資金不足に陥る場合

も考えられることから、そのような時期における

まさに資金繰りとして借入れをできるようにな

っているものであります。その役割であります。 

  その限度額でありますが、特に限度額について

は、自治体においてそれぞれの予算で定めること

になっているという規定に基づいて、これまで、

これまでといいますか、近年では８億を設定した

ものであります。基金の取扱いにつきましては、

あくまでも歳出の時期にずれの調整を認められ

ているものでありますが、ずれに対する調整とし

て認められているものでありますので、これが歳

入歳出の予算の財源になるというものではあり

ませんので、あくまでも年度内にそれを償還する

というのが規定になっておるものであります。 

  以上であります。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 
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  山崎委員。 

 

山崎邦廣委員 

  ありがとうございます。この一時借入金であり

ます。近年の運営状況は、どのようになっている

でしょうか。あわせまして、８年度予算で５億円

とした考え方につきましてお伺いいたします。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美 ） 

  お答えいたします。最近といいますか、近年で

ありますと、令和４年度につきましては８億円の

借入れをした時期もあったものであります。これ

は、庁舎建設事業の大型事業、そのほかにもハー

ド的な事業等もありますし、そのほか公債費等に

係る支払い等も含めてでありますが、そういう中

にこの運用を図ってきたところであります。そう

いう中で、今回でありますが、その状況を、今後

の状況等も踏まえながらでありますが、５億円と

して、これまでの大型事業も一旦事業としては、

今後の計画として大きな事業としてはないよう

な状況もございますので、そういう中を勘案しな

がら、今回は５億円としているものであります。 

  以上であります。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  山崎委員。 

 

山崎邦廣委員 

  ありがとうございます。 

  もう一点だけお伺いいたします。地方創生伴走

支援についてでございます。本町では、地域交通、

それから環境、そして教育、この３分野について

国の職員の支援をいただいているようでござい

ます。それで、まず令和７年度における地方創生

伴走支援、この取組の状況についてお伺いをした

いと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  政策秘書課長。 

 

政策秘書課長（ 波紫徳彰 ） 

  令和７年度における地方創生伴走支援の取組

状況でございますが、今年度取り組みました国の

地方創生伴走支援の状況でございますが、先ほど

委員が質問されましたとおり、町が抱える３つの

課題といたしまして、地域交通、教育、脱炭素に

ついて町の職員と支援官が連携し、町の将来に対

して自ら考え、自ら実行できるプロジェクトを主

体的に取り組むことができるよう進めてきたと

ころでございます。これまでに、５月、９月、２

月に現地訪問での視察及び課題別のディスカッ

ションを行いましたほか、５月以降につきまして

は、これまでに 12 回にわたってのオンライン会

議での協議や方向性の確認、さらには支援官から

のアドバイスや情報提供などの作業を繰り返し
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てきたところでございます。 

  そうした中、１年の取組の総括でございます

が、地域交通におきましては新たな地域交通シス

テムを導入し、バス事業者の路線に依存しない政

策を推進する予定で、具体的には広域交通手段と

してのＡＩデマンドバスの運行や町中心部にお

ける自動運転技術の導入などについて、今後さら

に検討を進めることとしております。 

  教育分野におきましては、これまで取り組んで

きました山村留学をさらにアップデートし、対象

を小中学生にも拡大する教育移住に取り組むこ

ととしており、魅力ある教育環境の導入はもとよ

り、魅力ある移住環境を整備することで、人口減

少対策の一つとして取り組んでいくことで調整

しております。 

  脱炭素分野につきましては、クリーンエネルギ

ーのまちとして先進的に取り組んできた成果を

１段引き上げるブランド化に取り組むとともに、

庁内での発電事業で得られた企業利益が町民の

皆さんに還元できる手法を模索することとして

おります。 

  これまでに３人の支援官を介し、文部科学省や

国土交通省などとも調整を図っていただくなど、

具現化へ向けた手厚い支援、サポートを受けてき

たものでありますので、ご理解を賜りたいと存じ

ます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  山崎委員。 

 

山崎邦廣委員 

  ありがとうございます。国の職員による支援に

つきましては、町の広い分野に反映されていると

いうことでございます。そこで、支援であります

が、８年度も国の支援を受けられるということで

よろしいんでしょうか、お伺いいたします。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美 ） 

  まず支援の今後の、今後といいますか、来年度

も受けられるかということでございますが、お答

えいたします。これまででありますが、当初は伴

走支援につきましては、活動期間を原則１年とす

るという考え方の中でスタートしておるもので

ございまして、特に延長ということはなかったと

ころであります。 

  しかし、今年に入りましてからでありますが、

内閣府のほうからアンケート調査等もございま

して、その中で２度ほどありましたが、満足度で

あったりあるいは評価、それから来年度におけ

る、継続延長といいますか、これらについてのア

ンケートがあったところであります。 

  これにつきましては、町としては、これまでの

取組であります３名の方々を地方創生伴走支援

としてお願いしてきたわけでありますが、その中

で地域の課題解決に向けて積極的に意見、あるい
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は地域の事情も把握していただきながらであり

ますが、その対応を進めていただいてきたところ

でございまして、３人の支援官に対して高く評価

をさせていただいているところであります。 

  あわせまして、内閣府に対しましては、支援官

の継続支援をお願いしているところであります。

引き続き関係機関に当たり、お願いをしながら、

継続して進めていただけるように進めてまいり

たいと、このように考えているものであります。

よろしくお願いいたします。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  山崎委員。 

 

山崎邦廣委員 

  ありがとうございます。それで、最初申し上げ

ました３つの課題でございますけれども、今後と

いいますか、８年度以降でありますが、具体的に

どのように進めていくことになるのでしょうか、

お伺いいたします。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美 ） 

  お答えいたします。この取組でありますが、こ

の１年間といいますか、先ほど課長のほうから取

組の経緯をお話し申し上げたところであります

が、そういう中で、課題解決に向けての糸口の方

向性、そういったようなこと等が見えてきておる

ところであります。中でも地域交通、それから教

育に関しましては、早急に取り組んでいく必要が

あると、そのようにも考えておるものでございま

して、令和８年度の当初予算におきましても、関

連する経費を一部計上させていただいておるも

のであります。 

  地域交通につきましては、地域交通の利用者の

減少等、現在の運行形態では事業者としてもその

まま継続していくということが、維持していくと

いうことが大変難しい状況にもなってきている

という現状でもあります。こうしたことから、先

ほどもお話ししておりますが、新たな地域交通の

システムの導入を検討していかなければならな

いという状況にもなっているものであります。 

  その内容といたしましては、地域交通の在り方

として、その１つには、手段としてデマンドの運

行であります。そしてまた、そのほかにいろいろ

実情、現状を見ていただいた上で、町中心部の自

動運転技術の導入等も併せて検討していっては

どうかというような内容等のご意見等もいただ

いておるところでございます。そうしたこと等を

踏まえましての一部の検討に係る調査費等を計

上させていただいたものであります。 

  それから、教育につきましては、山村留学のさ

らなる充実ということを図りながら、対象を小中

学校にも拡大する方向での教育移住ということ

等にも取り組みながら、魅力ある教育に取り組ん

でいくという、そういう課題といいますか、環境
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整備をしていかなければならない。これは、人口

減少対策の大変大きな対策の一つとしても取り

組んでいく必要があると、このようにも考えてい

るものであります。魅力ある教育を導入するとい

う、そういう観点での一部経費を計上しているも

のであります。 

  脱炭素につきましては、民間事業者等でうちの

ほうにも風力発電事業等があるわけであります

が、そういう中で、その議論の中では、売電の収

益の一部を町民に還元する、そういう手法等も模

索するという、そういう段階の支援をいただきな

がら、様々検討をしておる内容であります。いず

れそういう課題を一歩前進させるために、今回の

予算措置もしておりますので、ご理解を賜りたい

と思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  ほかに質疑の方。柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  ページ数で 29ページ、お願いいたします。基金

繰入金でお伺いをいたしたいと思います。今回の

基金繰入金では、いわゆる主要４基金と言われて

おります、その中で３つの主要基金からは、この

ように予算化されているところでございますが、

一番最初に掲げております財政調整基金につい

ては予算科目のみ、ゼロというふうな計上の仕方

になっております。これは、町の財政に余裕が出

て、この必要がなかったというふうな観点から、

今年度はこのように見送ったのかどうか、その中

身についてお伺いをいたしたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  総務課長。 

 

総務課長（ 松浦利明 ） 

  財政調整基金についてのお尋ねでございます

けども、財政調整基金につきましては、健全な財

政運営を確保するための基金でございまして、経

済情勢の変動とか災害、そのほか予期せぬ支出等

に、あるいは年度間の財政の不均衡、いわゆる不

足が生じたときの緊急的な財源、そういったよう

な役割を持っているものでございまして、お尋ね

のとおり、当初で予算科目 1,000円だけになって

いるということにつきましては、緊急的な繰入れ

は必要ないというようなことでしたので、財政調

整基金につきましては、取崩しをしないというこ

とでの当初予算になっているものでございます

ので、よろしくお願いいたします。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  分かりました。この財政調整基金でございます

が、私の認識ですと、これまで財政調整基金の積

立て規模については、標準財政規模の 10％程度が

適切ではないかというこれまでの町当局からの
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お話をいただいておりましたけれども、現在財政

調整基金 10 億近い金額になっております。それ

で、そうしますと、財政規模はお聞きするところ

によりますと 46 億円というふうなお話で伺って

いるわけでございますが、これの 10％ですと、多

くても５億と。それから、10億になりますと 20％

になるわけですが、こういったような積立て規模

の考え方、10％から 20％に引上げのような感じに

なっているのかどうか、まずお尋ねをいたしたい

と思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  総務課長。 

 

総務課長（ 松浦利明 ） 

  財政調整基金の適正な規模は、委員ご指摘のと

おり一般的には標準財政規模の 10％程度とされ

ているところでございますけども、当町では財政

力指数が 0.18 と低いことから、これまで 20％を

目標に積み立ててきたところでございまして、平

成 26 年に９億を超えておりましたので、それか

らずっと９億から８億前後ということで、20％を

目安に財調基金につきましては維持してきたと

いう経緯がございますので、７年度末におきまし

ても 20％を超える程度に調整しているところで

ございますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  分かりました。これまで私は、10％程度の積立

て規模というふうに認識しておりましたが、ただ

いま 20％程度というふうなお話でございますが、

今後こういったような基本的な考え方でやって

いくということなのかどうか、もう一度確認をさ

せていただきたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  総務課長。 

 

総務課長（ 松浦利明 ） 

  財調基金につきましては、これまでの考え方を

踏襲することで、20％程度を維持してまいりたい

というように考えております。財政的なそのほか

の部分につきましては、ほかの主要４基金で対応

するというような、全体的な考え方で進めてまい

りたいと思っております。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  今後は 20％程度というふうな形で考えている

というふうなことですから、それはそれで分かり

ました。これも私から言わせれば、20％にあまり

こだわることなく、これにもう少し積立てしたい

なというふうな部分も出てくるような予測もす



 

 

- 29 - 

 

るわけですが、こういったような場合に過去の５

年間の財政調整基金から使った実績額を加算す

るとか、そういうふうなことも少し目安としてお

かなければ、この財政調整基金が生きてこないの

ではないのかなと、このようにも思いますし、そ

れからできるだけ私は、当初予算などには財政調

整基金からの何かの活用策をやっていくべきだ

なというふうな考え方を持っております。といい

ますのは、この財政調整基金、国のほうからの財

政調整基金、地方には余裕金として、財調の過大

な積立てがあるのではないのかなという指摘が

あるわけです。 

  ただ、そういったような場合でも、きちっとし

た各町村の考え方、この積立て、基本がなければ、

こういったような部分にさらになってくるわけ

でございますので、財政調整基金はどのような事

業にでも使える財政調整基金なわけでございま

すから、何かしら当初予算には計上して、１億で

も２億でも、何かの事業活用を私は図っていくべ

きだなと。使わなかったらまた戻入れをするにし

ても、私はそんな予算編成が大事ではないのかな

という考え方を持っている一人です。 

  財政調整基金については、やはり主要４基金に

ついては、４つの基金全てを発動させる工夫で予

算編成に当たっていただきたいものだなという

視点から、このように質疑をしているわけです

が、そういったような面ではいかがでしょうか。

お答えをいただきたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美 ） 

  それでは、お答えいたします。財政調整基金の

活用という観点でございますが、この活用につき

ましては、先ほど課長からも申し上げております

ように、財源不足の補填ということ、あるいは年

間の財政の調整、それから災害等の緊急的な支援

に備えてという、その３つの基本的な考え方とい

いますか、に基づいて、この運営をしておるとこ

ろでございます。 

  したがいまして、そういう中で、最近の件であ

りますが、令和７年度の今回の地方創生といいま

すか、地域の物価高騰等対策等におきまして、１

月の後半でありましたが、補正予算をお願いした

経緯があるわけでありますが、その際に地方に対

する交付金といたしましてうちのほうに対しま

しては、１億 3,700万ほどでございました。それ

に対しまして、町としての事業者支援あるいは町

民の生活負担の軽減等々含めながら、あるいはそ

ういう中での様々な対策を講じながら、今回の予

算といたしましては１億 7,000万ほどになったも

のであります。そこに財源不足が約 4,000万ほど

出てきたわけでありますが、それがその際に財政

調整基金から調整をさせていただいたというの

が最近の経緯でもあります。 

  いずれそういう中で、基本的には財源不足の補

填等々の性格を強く持っておりますので、そうい
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う中では今回のような緊急的な対策に係る財源

としての活用という観点では、そのような形の中

で、１月の後半でありますが、議会の中でも提案

をし、皆さんから議論していただいている内容で

あります。いずれ今後におきましても、この３つ

の原則といいますか、これについてはしっかりと

遵守しながら進めていくという考え方を持って

進めてまいりたいと、このように思っておるとこ

ろであります。 

  それから、規模感の部分につきましては、先ほ

ど来一般的には標準財政規模の 10％という部分

もあったわけでありますが、町の自主財源等々含

めてでありますが、財政のそういう面での厳しい

状況等を勘案しながら、その中での対応も、最近

の突発的な災害というのも全国的にも発生して

いるわけでありますが、柔軟にそういったふうな

分に対してもしっかりと対応していけるように

というようなこと等も踏まえまして、約 20％とい

うことで財政調整基金の確保をしながら、そうい

う対策をしっかりと進めていくという考え方で

取り組んでおりますので、ご理解を賜りたいと思

います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  これも立場が違えば、それぞれ今のような見解

になろうかと思っておりますが、いずれ私から言

わせますと、一般会計に幾らかの額でもいいの

で、こういったような財政調整基金の予算化を今

後十分検討すべきだなという私の意見でござい

ますので、これはこれといたしまして、次年度以

降、十分な内容検討をいただきたいものだなと、

このように思っているところでございます。 

  次に、ページ数で 148ページと 151ページの小

学校費、中学校費についてお伺いをいたしたいと

思います。令和８年度の町内新入生の数と、あと

８年度それぞれの各学校の総児童数あるいは生

徒数の予定の状況は、どのような形になるのか。

あわせて、この学校での教職員の配置等はどのよ

うになるのか、小学校、中学校について、各学校

の中身についてお知らせをいただきたいと思い

ます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  教育長。 

 

教育長（ 石角則行 ） 

  ただいまのご質問についてお答えします。まず

は、令和８年度の児童生徒数、教員数につきまし

てご説明申し上げます。８年２月現在で押さえて

いる数ではありますが、全小学校で入学者が 19名

であります。小学生の全児童の数でありますが、

113 名であります。同じく中学校でありますが、

中学校の新１年生であります新入学生は 38 名、

全中学校、３中学校で 90名となります。 

  教職員につきましてでありますが、ただいま人
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事の内示等出て、若干の調整はあるとは思います

が、講師等の調整があると思いますが、その人数

で、小学校であります。県費負担職員、いわゆる

県からの教職員、校長含め、教員、栄養事務、養

護教諭、事務員まででありますが、小学校で 38名、

町の職員として用務員であるとか特別教育支援

員等でありますが、プラス８名であります。中学

校であります。初めに、県費職員でありますが、

31名、町に職員、用務員等、支援員等を含めまし

てプラス４人の職員が配置というふうな数値に

なっております。 

  以上であります。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  ありがとうございました。各小中学校別に分か

りたかったんですが、分からなければ……分かる

のであればもう一度、すみません、お願いします。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  教育長。 

 

教育長（ 石角則行 ） 

  大変失礼いたしました。葛巻小学校でありま

す。63名の児童数、教員もでありますね。教員は

11 名、県費職員が。失礼いたしました、13 名で

す。小屋瀬小学校が 11名、教職員が８名。江刈小

学校が児童数が 19名、教員数が８名。五日市小学

校でありますが、児童数が 20名、教員数が７名で

あります。 

  中学校であります。葛巻中学校、生徒数 53名、

教職員数が県費職員で 13名。小屋瀬中学校、生徒

数９名、教員数が８名。江刈中学校が生徒数 28名、

教員数が 11名であります。 

  以上です。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  ありがとうございました。人数、これも年々縮

小になってきているかと思いますが、この中で複

式学級はどのような状況になるでしょうか、教え

てください。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  教育長。 

 

教育長（ 石角則行 ） 

  複式学級につきましてでありますが、小学校に

つきましては、小屋瀬小学校が複式３クラス、江

刈小学校が複式２クラスに単式が１クラス、これ

は５年生がいないので、５、６年生が６年生の単

式になるため、このようになっております。五日

市小学校が複式が３クラスであります。 

  中学校につきましては、葛巻中学校、江刈中学
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校は生徒数から単式３学級ずつ、小屋瀬中学校に

つきましては、人数の関係上は２年生がいない学

年となっておりますが、１、３の単式学級という

ふうな構成になっております。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  ありがとうございました。これからもさらに児

童生徒数は減っていく予測なんでしょうか。出生

数等から見て、どのような変化がなされるでしょ

うか。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  教育長。 

 

教育長（ 石角則行 ） 

  今後の出生数の動向から、いわゆる保育園児、

乳幼児等も含めまして、生徒数を地区別、学校別

にも押さえております。今手元にはその資料ちょ

っとございませんで、詳しくは申し上げられませ

んが、一定数減少の見込みではあると考えており

ます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  縮小化は避けられないというような状況です

ね。分かりました。いずれ小中学校の児童生徒に

ついては、義務教育でございますので、数が少な

くなっても中身の濃い人づくりの基礎になるわ

けでございますので、こういったような人数が縮

小なっても、中身は充実したような教育をお願い

したいなというふうなところで思っております

が、ここで教育長からひとつ、小中学校、教育委

員会としての姿勢、どのような充実策を図ってい

きたいのか、決意をいただきたいと、このように

思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  教育長。 

 

教育長（ 石角則行 ） 

  それでは、私からお答えさせていただきます。

委員おっしゃるとおり、生徒数の減少は、確かに

これからの見込みということでは避けられない

状況ではありますが、町長の施政方針、私の教育

行政方針にもありましたとおり、誰もが住み続け

られるまちということで、教育の果たす役割は大

変大きなものであると思います。住んでいる児童

生徒、その保護者、あるいはそのおじいちゃん、

おばあちゃん、家庭を含めて地域の人々が、子供

たちが健やかに育っていただきたい。特にもほか

の地域にも負けずに学力、生活、体力、学びの保

障含めて、しっかりとやっていかなければならな

いと思っております。 
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  その中で、先ほど副町長から答弁ありましたと

おり、町の課題として教育を挙げておりまして、

ただいま地方創生伴走支援の中でもどのような

ということで、１ついいロールモデルとしては、

葛巻高校の山村留学、皆さんもご存じだと思いま

すが、12年目を迎えております。この中で、一定

数都市圏から葛巻に向かって住んで、そして卒業

して新たに葛巻の関係人口となったり、将来は葛

巻で仕事をしたい、生活をしたいという高校の卒

業生まで出ております。こういった部分をしっか

りと小中学校にもつなげていくという考え方を

８年度からは検討会を開いて持っていって、今い

る子供たちにも、少ないから大変だ、残念だでは

なくて、新しく都会からも教育移住という形で、

親子で葛巻に向かっている子供たちが向かって

くる、そして今は各４地区小学校があります。３

地区の中学校がそれぞれ地域に根差した教育を

しながら、しっかりと大都市にも負けない、盛岡

圏にも負けない学力と経験を踏めるような学校

体制を組むことが重要だと考えております。 

  そのようなことで、教育予算のほうでも様々と

予算を組みながら、つなげる事業、学校間もただ

単独でやるだけではなくて、時には仲間と一緒

に、各４小学校、３中学校が競い合って、それぞ

れのよさを互いに知り合ったり、時には合同授業

というようなのを考えながら町で集まってやる

ということで、数の少ないところで経験を補える

ような、そんな学校教育もこれから展望してまい

りたいと考えております。 

  いずれにしろ、繰り返しになりますが、住み続

けられるまち、その教育を大変重要だと考えてお

り、これからもしっかりとした教育、特にも学校

教育を進めてまいりたいと考えておりますので、

ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  分かりました。今教育長からお話しいただいた

ような内容で、小中学生の教育の充実化を図って

いただき、その小中学生がやがては高等学校に進

学するわけでございますが、葛巻高校の方たちも

優秀な生徒で埋め尽くされればというふうに願

っているところでございます。 

  次に、145 ページの高等学校振興費でお伺いを

いたしたいと思います。今年も、今高校への受験

のまっただ中で、16日発表というふうなことなよ

うでございますが、今年葛巻高校への受験者数

は、どのような状況になっているのか。町内中学

校と県内、県外中学校の受験者数、それからまた

分かれば山村留学生の宿舎への入居状況も併せ

て高等学校振興費の中でお伺いいたしたいと思

います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  教育長。 
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教育長（ 石角則行 ） 

  ただいまの高校振興につきまして、まず初めに

今年度の受験者数でございますが、先般岩手日報

の新聞報道でも出ましたとおり、人数で 47 名の

生徒が受験をしております。その中で、岩手県外

から入学する生徒を、県内では今いわて留学とい

う扱いで、葛巻に来るとその子たちはくずまき山

村留学生となりますが、その留学生は既に６名合

格しております。 

  内訳ということでお話ししますと、町内の生

徒、中学生ですが、現在 24名が中高一貫入学とい

うことで受験をしております。そのほかに県内の

町外の受験生が 17 名、17 名の町外生が現在受験

しております。これは、町外生であります。17名

のうちの３名がくずまき山村留学生として入る

予定。ちょっと分かりづらい数字になりますが、

６名のいわて留学生、県外生と県内３名の受験者

９名が来年の山村留学生としては入寮生という

んですか、になる予定です。ちなみに、入寮生の

数は来年１年生から３年生で 29 名になる予定で

す。 

  葛巻高校の総数は、47名合格を仮定しまして、

現在 133名の高校生となると把握しております。 

  以上です。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  分かりました。ありがとうございました。高等

学校についても、県立高校でございますけども、

町の関わりが非常に大きな高等学校でございま

すので、高等学校の振興についても、十分全生徒

が葛巻高校に入ってよかったなという実感を持

たれるような高等学校教育にぜひしていただき

たいというふうなことで、私の質疑は終わりま

す。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  ほかに質疑の方。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。討論は本会議で行うこととし、

採決に入りたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これから議案第４号を採決します。この採決は

起立によって行います。議案第４号、令和８年度

葛巻町一般会計予算は、原案のとおり決定するこ

とに賛成の方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員であります。したがって、議案第４号、

令和８年度葛巻町一般会計予算は、原案のとおり

可決されました。 

  ここで昼食のため、午後１時 30 分まで休憩い

たします。 
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（ 休憩時刻 １２時１２分 ） 

（ 再開時刻 １３時３０分 ） 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  休憩前に引き続き会議を再開します。 

  次に、日程第３、議案第５号、令和８年度葛巻

町国民健康保険事業勘定特別会計予算を議題と

します。 

  これから質疑に入ります。質疑ありませんか。

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  最初に、８ページをお願いいたします。８ペー

ジの国民健康保険税でございますが、この国民健

康保険税の中では、医療給付費分の現年課税分が

一番多額の 8,600万計上になっておりまして、こ

の徴収率でございますが、95％を見込んでいるよ

うでございますが、例年の徴収率から見て、この

ぐらいは行くかと思っておりますが、95％を８年

度も確保できる予定なのか。そしてまた、今年度

の７年度はどの程度の徴収率を見込んでいるの

か、お知らせをいただきたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  住民会計課長。 

 

住民会計課長（ 坂待典子 ） 

  ただいまの質問にお答えしたいと思います。国

保税の徴収率についてでございますが、７年度は

税率改正等があったため、収納率のほうを前々年

度実績より２％ほど減の 95％と推計しておりま

す。８年度も同様に、今度は子ども・子育て支援

金分が追加されること等を考慮して、同じく 95％

として、ちょっと厳しく計上しているところでご

ざいます。 

  ８年の１月末時点の国保税の現年分の収納率

でございますが、80.4％、これは前年度の同時期

と比べまして、0.8 ポイントほど少ない状況でご

ざいます。例年５月出納閉鎖までに現年課税分の

徴収のほうを強化していきますけれども、最終的

には 96％前後の収納率になるのではないかと推

計しておりますので、目標の 95％はクリアするの

ではないかと思っております。 

  以上です。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  分かりました。確保したいという決意なようで

ございますので、国保税の部分については、町民

税と比べて若干下がっているわけでございます

けども、100％に近いことが現年課税の部分は特

に目標としなきゃならないところかと思ってお

りますが、現在国保税の……例えばはっきりして

いるのは、６年度末の決算なわけでございます

が、この決算の徴収率、県内の町村で比べれば、

大体ランクとすれば、県内ではどのぐらいぐらい
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のランクになっているのか、お知らせいただきた

いと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  住民会計課長。 

 

住民会計課長（ 坂待典子 ） 

  ６年度決算の県内の順位ということですけれ

ども、６年度の国保税の徴収率現年課税分は

97.4％ということで、こちらのほうは県内で７番

目の高い水準になっております。あと、滞納繰越

分のほうが 20.7％ということで、こちらは残念な

がら 24 番目ということ。合わせました収納率が

83.5％で、22番目の順位になっております。 

  以上です。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  なぜ順位をお聞きしたかといいますと、やはり

県内でも、少なくとも 10 番以内には入っていて

ほしいなと。それが徴収する方々のご努力ではな

いのかなと、このように思っておりますので、

95％にかかわらず、これ以上の成績、そして県内

の順位もいつでも 10 番以内ぐらいにいられる率

で頑張っていただきたいものだなという視点で

お聞きしましたので、携わる方々の奮起をお願い

いたしたいと、このように思っているところでご

ざいます。 

  続きまして、16ページの保険給付費の関係でお

伺いいたします。ここで、療養諸費の中で、一般

被保険者の療養給付費が掲げられておりまして、

この負担金の分でございますが、直診外と直診分

のそれぞれの給付予定額が計上になっているわ

けでございます。つまり直診分というのは、葛巻

病院にかかる方の給付費ではないのかなと思っ

ておりますが、そうしますと直診外の医療機関分

と比べますと、約 10 分の１というような形にな

るかなと、このように思っております。給付費が

葛巻病院分は非常に低いなというふうに感じる

わけでございます、国保の被保険者の分が。 

  それで、昨日も一般質問の中でお伺いしたわけ

でございますが、人口減等による減から、この診

療分は非常に減っているわけでございますが、こ

れだけ見ても、国保分見てもこのような状態で、

いかに町外に出ている方々が多いかというのが

ここで分かってくるような感じがしております

が、この給付について葛巻病院と何か受診率が向

上できるように、そしてまた少なくとも直診外と

直診分が五分五分ぐらいになれるようなやはり

努力と工夫が必要でなければ、葛巻病院の赤字解

消の縮小につながってこないんじゃないのかな

と思う視点からお聞きするわけですが、担当課と

すれば、こういったような葛巻病院受診に対する

対策みたいなものを考えておられれば、お伺いを

いたしたいと思います。 

 



 

 

- 37 - 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  住民会計課長。 

 

住民会計課長（ 坂待典子 ） 

  ただいまの質問のほうにお答えしたいと思い

ます。療養給付費、医療費の比較では、直診施設、

直診病院分のほうが大体 10％、１割分ぐらいにな

っておりますけれども、当課で令和４年度の被保

険者医療データがございまして、そちらのほうは

医療費ではなくて、レセプト件数でまとめたもの

がありました。そちらのほうを見てみますと、こ

れは入院と外来で分けておりますけれども、国保

被保険者の入院が国保の全体の 14％、あと外来の

ほうが 33％が直診病院のほうにかかっていると

いうデータがありましたので、医療費のほうは直

診病院分は 10％でございますけれども、実際のレ

セプト件数等はもう少し多いような数字になっ

ておりますので、ご理解いただきたいと思いま

す。 

  また、国保被保険者の直診病院の受診率が低い

というのは、どうしても専門医のほうに受診する

傾向があるのではないかなと分析しております。

確かに地元の病院受診の向上対策については、日

常的な診療や健康管理を相談できるかかりつけ

医制度を推奨して、必要時に適切な大病院とか、

あと専門医へ紹介、そして逆紹介、病院等では地

域連携室等を通じての入退院、あと在宅医療等が

スムーズに行えるよう取り組んでおりますし、訪

問診療、訪問看護など、在宅医療体制等も強化し

ておりますので、その点でご理解賜りたいと存じ

ます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  中身については、この給付費だけで見ればそう

だけども、違う面から見ればそうなってはいない

というふうなことで、分かりました。つまり医療

費が高い町外の医療機関のほうにかかっている

というふうなことが言えるのかなと、このように

も理解しておりますが、いずれ葛巻病院をやはり

盛り上げていくためには、今もおっしゃっていま

したけども、かかりつけ医等の、厚労省なんかで、

こういったようなかかりつけを持とうというよ

うな提唱をしていますよね。こういったような部

分をもう少し住民の方々にも分かっていただく

必要があるのじゃないのかなと。そういったよう

な周知を図りながら、地元病院の受診につなげる

工夫も大事ではないのかなと思いますが、そうい

ったような面では、住民への周知はどのようにお

考えになって、やはり徹底していただきたいなと

思っているわけですが、いかがでしょうか。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  住民会計課長。 

 

住民会計課長（ 坂待典子 ） 
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  お答えしたいと思います。おっしゃるとおり、

住民への周知方法ですけれども、やはり認知度を

高めるためにというか、施設の機能、役割等、あ

とパンフレット等によったり、ウェブ等で充実を

図ったりするなどして、病院の役割等の周知のほ

うを図っていければなと思っております。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  あと、かかりつけ医では、町内には医療機関が

１つしかないわけですので、こういったようなこ

とも、あらかじめ十分葛巻病院側の理解をいただ

く必要があろうかと思っておりますので。あと、

それに住民の方々がかかりつけ医としてかかっ

ていくようなシステムがすこぶる重要な感じが

しておりますので、そういったような事前の根回

し的な打合せとか、お互いの連携が非常に大事か

と思っておりますが、その辺のところについてお

伺いをいたしたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  住民会計課長。 

 

住民会計課長（ 坂待典子 ） 

  お答えしたいと思います。確かに連携という立

場では、とても必要なことだと思います。例えば

特定健診の個別健診等は直診施設で受けられる

ことなどを積極的に案内したりとか、あとマイナ

保険証の利用促進を図りまして、正確な診療情報

を基にした質の高い医療を提供するようにする

など、あと地域包括支援センターの専門職等が地

域の介護福祉機関等と連携して包括的な窓口に

なるなど、そういう地域住民との介護、保険、医

療の連携等を進めていければなと思っておりま

す。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  ほかに質疑の方。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。討論は本会議で行うこととし、

採決に入りたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これから議案第５号を採決します。この採決は

起立によって行います。議案第５号、令和８年度

葛巻町国民健康保険事業勘定特別会計予算は、原

案のとおり決定することに賛成の方は起立願い

ます。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員であります。したがって、議案第５号、

令和８年度葛巻町国民健康保険事業勘定特別会

計予算は、原案のとおり可決されました。 

  次に、日程第４、議案第６号、令和８年度葛巻

町後期高齢者医療事業特別会計予算を議題とし
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ます。 

  これから質疑に入ります。質疑ありませんか。

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  先ほどに続きまして、後期高齢者の部分でござ

いますが、ページ数にいたしますと、９ページに

関連があろうかと思っておりますが、９ページに

広域連合の納付金だけしか載っていないわけで

すが、１億 400万ほどの数値でございますが、こ

の中でも後期高齢者、75歳以上、病院の受診率が

すごく高いものじゃないのかなと、このようにも

思っております。 

  そこで、先ほどの直診外とか、あるいは直診分

とか、こういうふうなことでの受診状況について

どのような捉え方をしているのか、お伺いをいた

したいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  住民会計課長。 

 

住民会計課長（ 坂待典子 ） 

  ただいまの質問にお答えしたいと思います。先

ほどは、国保のデータでお話ししましたけれど

も、同様に令和４年度の後期高齢の医療データの

ほう、レセプト件数のデータがありましたので、

そちらのほうでお話ししたいと思います。 

  後期高齢者医療のほうになりますが、入院件数

ですが、入院件数のほうは約 52％ほどが直診病院

を利用されております。外来については、約 60％

となっております。ということで、入院も外来も

大体半分以上が直診病院を利用しているような

データとなっております。やはりちょっと国保と

は異なり、年齢構成上、直診病院への入院、外来

の割合がとても多いということが分析で分かっ

ております。多分直診外への入院、外来等もござ

いますけれども、こちらはやっぱり専門医への受

診、またはご家族とかが町外にいらっしゃって、

そちらの直診外を受けるケースがあるのではな

いかなと思っております。 

  以上です。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  中身は分かりました。特に後期高齢者の場合

は、本当に病院が一番の頼りになっていると思い

ますので、後期高齢者の部分については、葛巻病

院の受診状況は少し、五十何％というふうな、半

分ぐらいのような感じがするというようなこと

ですが、国保の部分と同じようなことが言えるか

と思いますが、こちらのほうについても、できる

限りかかりつけ医の優遇部分を大いに宣伝され

まして、葛巻病院の受診につながるような施策を

ぜひ展開していただきたいという趣旨で質疑を

させていただきましたので、この分についても国

保同様力を入れて、少し町民の方々に普及をして
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いただければなということでございます。 

  終わります。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  ほかに質疑の方。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。討論は本会議で行うこととし、

採決に入りたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これから議案第６号を採決します。この採決は

起立によって行います。議案第６号、令和８年度

葛巻町後期高齢者医療事業特別会計予算は、原案

のとおり決定することに賛成の方は起立願いま

す。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員であります。したがって、議案第６号、

令和８年度葛巻町後期高齢者医療事業特別会計

予算は、原案のとおり可決されました。 

  次に日程第５、議案第７号、令和８年度葛巻町

国民健康保険病院事業会計予算を議題とします。 

  これから質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。討論は本会議で行うこととし、

採決に入りたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これから議案第７号を採決します。この採決は

起立によって行います。議案第７号、令和８年度

葛巻町国民健康保険病院事業会計予算は、原案の

とおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員であります。したがって、議案第７号、

令和８年度葛巻町国民健康保険病院事業会計予

算は、原案のとおり可決されました。 

  次に、日程第６、議案第８号、令和８年度葛巻

町水道事業会計予算を議題とします。 

  これから質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。討論は本会議で行うこととし、

採決に入りたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これから議案第８号を採決します。この採決は

起立によって行います。議案第８号、令和８年度

葛巻町水道事業会計予算は、原案のとおり決定す

ることに賛成の方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員であります。したがって、議案第８号、

令和８年度葛巻町水道事業会計予算は、原案のと

おり可決されました。 

  次に、日程第７、議案第９号、令和８年度葛巻
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町下水道事業会計予算を議題とします。 

  これから質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。討論は本会議で行うこととし、

採決に入りたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これから議案第９号を採決します。この採決は

起立によって行います。議案第９号、令和８年度

葛巻町下水道事業会計予算は、原案のとおり決定

することに賛成の方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員であります。したがって、議案第９号、

令和８年度葛巻町下水道事業会計予算は、原案の

とおり可決されました。 

  以上で本日の審査日程は全て終了しました。 

  次回の輝くふるさと常任委員会は明日午前 10

時から再開しますので、本日はこれで散会しま

す。お疲れさまでした。 

 

（ 散会時刻 １３時５４分 ） 

 


